
◆日時　　3　月　7　日（日）午前　6　時発
◆場所　モンデウス飛騨位山
◆集合場所　土岐市役所
◆定員　100 人（先着順。小学校　4　年
生以下の方は、保護者同伴でご参加く
ださい）
◆参加費　3,500円（バス代のみ。リ
フト代、飲食費などは自己負担）
◆申し込み　電話で、塚本恵二さん（☎
○59　8620）または櫻井泰伸さん（☎○55　03
69・18時以降）へお申し込みください。
※スノーボードの講習も行います。
詳しくは、塚本さんまたは櫻井さんへ。

◆日時　　3　月　1　日（月）～　5　月31日（月）
（土・日曜日、祝日を除く）午前　8　時
30分～午後　5　時15分
◆場所　東濃県税事務所（多治見市上
野町　5　-　68　-　1　　東濃西部総合庁舎内）
◆対象　▷新規に申請される方　▷減
免中の方で自動車税事務所からの減免
はがきで「変更あり」と回答された方
※軽自動車を除く
詳しくは、東濃県税事務所（☎○23　1111・

内線239）へどうぞ。

地域でのスポーツやレクリエーショ
ンの普及・振興のため、小中学校の体
育館を学校教育に支障の無い範囲で市
民の皆さんに開放します。
◆利用資格　市内に在住・在勤・在学
する方が10人以上で構成する市内の団
体（団体登録申請書の提出が必要です）。
ただし、営利目的（月謝などの対価を
得るため）では使用できません。
◆利用期間　　5　月　1　日～平成23年　4　月
30日（　3　カ月ごとに継続申請が必要）
◆申し込み　スポーツ振興課に備え付
けの申請書に必要事項を記入し、　3　月12
日（金）までに同課へ提出してください。
◆その他　▷利用時間は、　4　月に開催
する代表者会議で決定します。　▷使
用料は全額免除ですが、電気を使用す
る団体は電気代が必要です。
詳しくは、スポーツ振興課へどうぞ。

◆申し込み　市営球場ナイター使用許
可申請書（スポーツ振興課・各支所で
交付）に必要事項を記入し、はがき
（通知用）を添えて、　3　月12日（金）ま
でにスポーツ振興課へ提出してくださ
い。使用日などは、後日はがきで通知
します。
※決定した後で、空いている日があれ
ば、直接申し込みを受け付けます。

また、総合公園野球場は、翌月の申
し込みを当月の第　2　日曜日午後　1　時30
分～　2　時に同公園管理事務所で受け付
けます。利用日時が重複した場合は、
抽選により決定します。
詳しくは、同公園管理事務所（☎
○57　3645）へどうぞ。

小中学校の体育館の利用者
スポーツ振興課・内線277

善　　意

◆日時　　3　月10日（水）午後　2　時～　3　時
30分
◆場所　保健センター　4　階・大研修室
◆対象　喫煙・非喫煙者を問いません。
妊娠中の方、子どもを持つ方など、ど
なたでも参加できます。
◆定員　50人（先着順）
◆内容　禁煙外来で治療を行っている
医師から、今までのイメージである
「イライラ・我慢」とは違う禁煙法に
ついて学びます。
◆講師　川越孝次氏（川越クリニック
院長）
◆申し込み　　3　月　8　日（月）までに、電話
で保健センターへお申し込みください。
詳しくは、保健センターへどうぞ。

　次の方からご寄付をいただきました。
温かい善意をありがとうございました。
■文化振興のために　小島一晃様（土
岐津町）＝郷土史収集資料10冊
■社会福祉向上のために　▷東濃社会
福祉協力会様＝金40万円　▷ＪＵ岐阜
東濃支部土岐ブロック様＝金36,477円
▷林茂樹様（妻木町）＝金20万円
■スポーツ振興のために　中西道場様＝
金　3　万円
■教育振興のために　石黒商事株式会
社様＝金50万円
■市内小中学校などに　石黒商事株式
会社様＝空気清浄機25台（1,496,250
円相当）
■山神保育園に　▷山神上区・山神下
区様＝アンパンマンループタオル71人
分（　2　万円相当）　▷下石酉戌会様＝
簡単テント
■つまぎ保育園に　妻木町酉戌会様＝
ブロック玩具、掃除機　2　台（計　5　万円
相当）
■妻木小附属幼稚園に　妻木町酉戌会
様＝ＴＰＯ増設用チューナーユニット、
ＴＰＯワイヤレスマイクハンド型（計
　5　万円相当）

　健康講演会『たばこの害と禁煙外来の実際』
～我慢しないで禁煙ってできるの?～
保健センター・☎○55 2010

スポーツ振興課・内線277

市営球場のナイター年間使用者

市スキー協会

スキー教室の参加者

固定資産税を口座振替などで
納付している方へ

残高不足で口座振替などができな
かった場合の再振り替えは、3月15
日（月）です。

税務課納税係　内線180・181

下水道課　内線114・115

固定資産税（第4期）
納期限：3月1日（月）

納期限：3月1日（月）

今 納月 の 税 納・ 付
お忘れ

なく！！

施　　設

使用期間

時　　間

自動車税身体障がい者等
減免申請窓口を開設します

東濃県税事務所

ご　案　内

大徳原球場（泉町）
敷島公園野球場（妻木町）

　4　月15日（木）～10月31日（日）

午後　6　時～　9　時

下水道事業受益者負担金（第4期）
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募　　集
市公民館主事
（嘱託職員）

生涯学習課・内線273

学校給食センターのパート職員
（調理員）

学校給食センター・☎○54 6195

土岐バドミントン
ジュニアクラブの会員
土岐バドミントンジュニアクラブ

◆採用人員　若干名
◆採用条件　ワード、エクセルの基本
的な操作ができ、公民館活動に関心の
ある市内在住の方
◆契約期間　　4　月　1　日～平成23年　3　月
31日（更新の場合あり）
◆勤務場所　市内公民館
◆勤務条件　▷時間＝午前　9　時から午
後　9　時30分までのうち、午前・午後な
どに割り振った　1　日　6　時間　▷日数＝
週　5　日間（祝日を除く、火～土曜日）
※行事により休日変更あり。
◆賃金　月額132,000円（期末手当など
の諸手当は、支給されません）
◆申し込み　　3　月　1　日（月）までに、市
販の履歴書に必要事項を記入の上、生
涯学習課へ提出してください。
◆採用方法　　3　月　5　日（金）に面接の上、
決定します。
詳しくは、生涯学習課へどうぞ。

◆募集人員　各　1　人
◆採用条件　▷パソコンの操作（ワー
ド、エクセル、メールの送受信など）
に支障がない方　▷健康で就労意欲が
ある方　▷満年齢が50歳未満の方（東
濃看護専門学校のみ）　▷普通自動車
運転免許を有する方
◆契約期間　　4　月　1　日～平成23年　3　月
31日（更新の場合あり）
◆職務内容　事務（主に、経理・庶務・
窓口事務など）
◆賃金　月額188,500円程度（社会保険
に加入）
◆勤務場所　▷東濃看護専門学校＝土
岐津町土岐口703-24　▷東濃西部少年
センター＝多治見市豊岡町1-55
◆勤務条件　週30時間勤務　※詳細は、
異なりますのでお尋ねください。
◆申し込み　　3　月　8　日（月）までに、選
考申込書（東濃西部広域行政事務組合
で交付または同組合ホームページ・
http://tono-seibu.org/より印刷）と普
通自動車運転免許証の写し　1　通を、同
組合へ郵送（〒507-8708　多治見市上
野町5-68-1　東濃西部総合庁舎　5　階）
または持参してください。※必着
◆選考方法　▷　1　次選考＝書類審査　
▷　2　次選考＝　1　次選考通過者を面接試
験　※　3　月中旬を予定。
詳しくは、東濃西部広域行政事務組

合（☎○23　1111・内線489）へどうぞ。

◆対象　市内在住の小学　1　～　6　年生
◆定員　15人程度（応募者多数時は、
抽選）
◆申し込み　　2　月28日（日）までに、土
岐バドミントンジュニアクラブ代表・
鈴木嘉正さん（☎・　○54　4598）へお
申し込みください。
※活動は、毎週火曜日午後　7　時～　9　時
に、泉西小学校体育館で行う予定。
詳しくは、同クラブ・鈴木さんへ。

東濃看護専門学校・東濃西部少年
センター事務職員（嘱託職員）
東濃西部広域行政事務組合

◆採用予定人員　若干名
◆勤務場所　老人保健施設やすらぎ
◆受験資格　昭和50年　4　月　2　日以降に
生まれた方で、ホームヘルパー　2　級以
上の資格所有者
※地方公務員法第16条の各号（成年被
後見人など）のいずれかに該当する方
は、受験できません。
◆試験の日時、場所、方法および採用
決定　　3　月　5　日（金）午後　1　時20分から、
市立総合病院で教養試験および面接試
験を実施します。合格者を決定の上、
　3　月上旬（予定）に受験者全員に通知し、
健康診断で異常がなければ　4　月　1　日
（予定）で採用を決定します。
◆給料　おおむね採用時年齢22歳で
140,100円、30歳で149,800円
※原則として、毎年　1　回定期に昇給し
ます（この数字は現行の額であり、国
などの改正に準じ改正されます）。
◆受験の手続き　受験申込書（市立総
合病院総務課で交付）に必要事項を記
入の上、　3　月　1　日（月）までに、同課へ
提出してください（土・日曜日を除く）。
詳しくは、市立総合病院総務課（☎
○55　2111・内線2860）へどうぞ。

◆募集人員　　4　人
◆対象　給食調理業務に積極的に従事
できる健康な方
◆契約期間　　4　月　1　日から12月24日
（幼稚園、学校の春・夏休み期間は原
則除く）
◆勤務時間　午前　8　時30分から午後　4　
時までのうちの　6　時間30分
◆賃金　日額5,525円（　1　時間850円）
◆採用方法　面談の上、後日決定
◆申し込み　　3　月　5　日（金）までに、市
販の履歴書に必要事項を記入の上、学
校給食センターへ提出してください。
詳しくは、学校給食センターへどう
ぞ。

市　職　員
（看護助手）
市立総合病院総務課

3つの習慣
○寝たばこは、絶対にやめる。
○ストーブは、燃えやすいものか
ら離れた位置で使用する。
○ガスこんろなどのそばを離れる
ときは、必ず火を消す。

4つの対策
○逃げ遅れを防ぐために、住宅用
火災警報器を設置する。
○寝具、衣類およびカーテンから
の火災を防ぐために、防炎品を
使用する。
○火災を小さいうちに消すために、
住宅用消火器などを設置する。
○お年寄りや体の不自由な人を守
るために、隣近所の協力体制を
つくる。

春の全国火災予防運動
3月1日（月）～7日（日）
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